
東アジアにおける仏教論理学の展開1

後藤康夫

ーはじめに

仏教論理学(因明)はインドより中央アジア等を経て東アジアへ伝

播して以来、中国で漢訳された仏典 この意味では中国は“漢訳セン

ター"と言えるーが中国はもとより伝播した隣接地域を含めた漢字・

漢訳文化圏2において発展している。「双伶因明J[Chinese Hetuvidy.晶

(Chinese Buddhistlogic) 1の語で示される中国へ伝来し発展した漢

字文献の悶明、換言すれば漢訳文化閣の因明〔隊那 (480-540)の悶

明及び『稔伽師地論~ (以下『轍伽論~)等々所載の陳那以前の因明〕

の日本への伝来は、玄奨 (600(602) -664)の漢訳に端を発して唯識

と共に伝えられていて、 7世紀-8世紀複数の伝来以来、千数百年の

歴史を有しており、中国と異なる因明の展開がされている。本稿では

日本因明の展開に焦点を当てて、その特色を示すものである。既に因

明の歴史的経緯は武巴尚邦氏や佐伯良謙氏によっておおよそ明らかに

されている 3が精査という点ではまだ解明されるべき点がある。一方、

唯識の歴史的経緯は富貴原章信氏等4により示されたが近年修正を受け

ている九従来はこの二つの関係性を顧慮せず別々に研究されてきたが、

研究状況的には理解できる点はあるらしかし日本へは中国の唯識学派

から因明・唯識共に伝来していることもあって、二者は密接な関係を

有している。中国南北朝時代に古因明関連仏典が相次いで漢訳される

ものの本格的には玄撲の議訳によって中国仏教界に登場することとな

る。その際、大きく分けてアピダルマと唯識と般若という三大分野の

漢訳を中心?とした中で、『開元釈教録』によれば因明は『顕揚聖教諭』

(646訳) r大乗阿毘達磨雑集論~ (646訳)r総伽論J(648訳)等で言及
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されることもあって唯識思想の分野で述べられることが多い。『議伽論』

漢訳の浴中での商渇羅主の『因明入正理論』翻訳 (647訳) (以下『入

論.D、『磁伽論』訳了後の陳那の『因明E理門論』翻訳 (650訳・貞視2拝

12月25日寸50年明日) (以下『理門論.1)と続いて因明が中国仏教界へ紹介

され、日本では玄突を起点として展開している。以下少々考察を進め

ていくことにしよう。

ニ圏内ニ明ー私記

基本的に日本法相宗における因明学の展開の様相は唯識学との共通

性が見出されることである。玄葵は法相宗所依経論とされている六経

十一論の中で『解深密経』や『議伽論.1W摂大乗論.1W顕揚聖教諭.1r弁
中辺論.1W唯識二十論』等及び基本的唯識典籍の『成唯識論.1(合稼訳)

や因明典籍の『入論.1r理門論』を翻訳している。唯識典籍・因明典籍

は共に玄英により訳されたことによって中関唯識学派では唯識・因明

の註釈書が数多く作成され、玄奨訳書及び註釈書等が日本へ伝米する

ことで、日本法相宗ではそれを解釈することからスタートしている。

即ち初期の法相宗は、「鼻祖」と称される玄突の翻訳、初祖とされる

(窺)基 (632-682)、二祖とされる慧沼 (648-712戸、三祖とされる

智周 (668-723)の各註釈書・複註書を始めとして基系統以外の僧侶

たちの註釈書を受容し、それ対して註釈していくことであった。奈良

時代(710-794)、興福寺伝系の善珠(723-797)は、基の『成唯識論

述記.1I序」に対し『成唯識論述記序釈』、『大乗法苑義林掌』に対し

『人乗法苑義鋭』、四分義と比量に対して『唯識分量決』、慧沼の『成唯

識論了義灯』に対し『成唯識論了義灯増明記』、基の『因明入正理論疏』

(以下「因明大疏.1)に対して『因明論統明灯紗』を著し、元興寺伝系

の護命 (750-834)は唯識・因明等に関する『大乗法相研神章』、『理

門論』に対して『悶明正理門論解節記.1W闘明正理門論十四過類記』を

著していて、この時代より法相宗の主要教学として唯識(内明〕と因

明とを研究している。密接な結びつきの強さから「園内二明」と称す

る二明は、本来声明・因明ー内明・医方明・工巧明の五明の内の二つ
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であるが、内明を自己の所属する宗派の教学(唯識〉、因明を討論方法

等身と理解することで、唯識と因明とが学ぶべき法相宗の主要な「教

学」となっている。現存する書では、弘仁六年 (815)十月維摩会'時

に記すという識語を持つ漸安の『法相灯明記~1Oには、興福寺伝とそれ

以外とでは内明十義・因明六義の十六項目について解釈の相違が示さ

れている九既に 9世紀初頭には「因内二明」への論議が行われていて、

興福寺・元興寺等々に所属する僧侶の間で解釈に相違が見られたこと

を意味している。このように初期法相宗から「図内二明」を一組とし

ているが、平安時代 (794-1185)にもこの傾向があるため、嘗て平安

時代の唯識の著述特徴から「私記時代」と提唱した説吻まあるものの、

唯識だけではなく因明も当て巌まることが指摘できる。即ち「私記」

とは、基等の論疏に対して問答形式によって教理を理解するもので先

徳・古徳の解釈を私に集めつつ少々自義を述べる形式の書である。後

述する平安末期の『因明大疏抄』や鎌倉時代 (1185-1333)の『成唯

識論同学妙H成唯議論本文抄』の中では数多くの「私記jが引用され

ており、教学上の諸論点に関して多くの「私記」が著されてきたこと

が分かる。名称として必ずしも「私記」と名づけられていない書もあ

るが、形式的に大きく異なっているものはなく、この期の教学解釈の

基本的著述形式であったと言える。

唯識学では、現存する中で一番多いのが、基『大乗法苑義林章』か

ら単独の章を取り上げて解釈している書と基『因明大疏』に関係する

書である。前者では、殊に『義林章』巻ー「唯識義林」に対して多く

の『唯識義私記』が著されている。現存書は観理 (895-974)W唯識義

私記.J(W十五巻私記.JJや真輿 (934-1004)r唯識義私記.Jcr六巻私記.JJ
であり、断簡には恩雷iIr唯識義私記』や千到『唯識義三巻私記.Jcr三
巻私記.JJ及び姓名不詳『唯識義十巻私記.Jcr十巻私記』、明詮かJr唯
識義1二巻私記.J(W卜二巻私記.Jl等が存している。これ以外に「義林

章』の「総料簡章JI賢聖章JI五心章」に対して明憲『総料簡章私記』

cr総柳筒八巻私記.11や安泰『総料簡章私記』、仲算 (935-976)f賢聖

義略問答.JCf賢聖義私記.JJ、清範 (962-999)r五心義略記』、及び基

『法華玄賛』巻七「ー乗義」に対して真輿『ー乗義私記」、『成唯識論』

147 



等で説く四分義を纏めた善珠『唯識分量決~ (前半部分〕を註釈する仲

算『四分義極略私記』がそれぞれ存在している九また断簡等としては

真興『二乗之果比量私記』、明憲『三類境私記』、清範「諸乗章私記」、

浄達『顕揚私記』、秋篠『三類境義私記j(善珠か〕、僧名を附した「平

備私記jr道詮私記』や姓名不詳「賢聖義六巻私記』・「三類境三巻私

記』・『八百道支義私記』・『九難義私記』・『十重障私記』・『三

無性私記』・ n法華]玄賛私記』・『法華私記jC別の「法華玄賛私

記』か〕 ・『賢聖義有私記~ [1有」の語より別の『賢聖義私記~)

『一巻私記』・『有一巻私記』・「四巻私記』・『三巻私記』・『十倉

私記裏書JIC明詮か〕等各私記が残されている。これ以外にも嘗ては空

晴 (878-957)r唯識義私記jcr十巻私吉田、上記『唯識義十巻私記』

と同じ可能性あり〕 ・仲算『三類境私記』・輿賀『三無性義私記』・

寿慶『十二有支私記』・増実『八解脱章私記』ゃ姓名不詳「境唯識私

記』・『二種生死私記』・『三薫習私記』・『八解脱章私記』・『表

無表章私記』・「三校義私記』・『三業私記』等があった。何れも平

安時代を中心とした A時期に登場している書で、この時期の唯識教学

の研究状況の傾向が理解できる。

このような「私記」は因明にも同様に存し、現存書では観理『因明

四種相違私記』、仲算『四種相違私記』、真輿『因明四種相違略私記』

『四種相違断略記jr因明纂要略記j r因明義断書事裏書~ r因明纂要望事裏

書』、源信 (942~1017) W因明論疏四種相違略註釈j"及び珍海 (12世

紀) r因明大続四種相違抄~ (巻上)"等がある。「私記」という名称の

有無はあるものの三論宗の観理・珍海、法相宗の仲算・真興、天台宗

の源信と言うように宗派を越えて四種相違因に対して各々先徳等の解

釈を集めつつ自己の見解を示している。断簡では以下の通りである。

『因明大疏抄』等所載に泉球『九句義私記』・仲算『九匂義私記』・

『小塔院唯識比量私記~ (護命『唯識比量私記~)16 • r有三念私記~ (空

晴『因明相違私記jJ及び四種相違因関係では僧名等を付した『隣光私

記』・『守朝私記』・「仁覚僧都私記』・『明詮私記』・「延義大徳

私記jrr延義私記jJ ・『智証私記』・『専寺春穏私記』・『平備元興

私記.]C上記唯識学における平備私記とは異なる〕 ー『元興私記J(元
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興寺の平備〕 ー「山階私記J(興福寺の禅賀か〕や『孝仁記~ r喜多院

私記~ [空晴、有ニ巻私記と同書か〕 ・『本院私記~ [観理「因明四種

相違私記.Jl・「子嶋私記.JC真輿『因明四種相違略私記.Jl、姓名不詳

では『有九句義私記』・『九句義私記』・「八能立私記』・『四相違

私記』・「四相違dtU・『四相違肝心』・『五巻私記H先徳之私言BJ・

『義断私記H断私記』・『黄私記.Jcr因明三巻私記.Jl・「八能立私記』

• r二念私記J • r三巻私記.Jr有三巻私書己』・『古徳私記』・『勝軍

比量私記.J . r唯識比量私記.1"等多数あり、また上記のように『本院

私記.1r子嶋私記~ r三巻私記.1C真輿の同種相違因私記〕の名称で上述

観理と真興の四種相違の私記を引用している。また散逸書では明詮 (7

89-868) r悶明四積相違私記.1cr四種相違義.Jr四積相違記.Jl・清範

『因明四種相違義記.Jcr因明四種相違私記裏書』か〕等もあり、「私記」

名ではないものの因明について記す『凶明要義抄』・『三宗相封抄』

が存した。このように一定の論題に対して問答形式で経論を引用しな

がら理解を進める書が平安時代頃から現れており、九句悶・四種相違

因・唯識比量等が多く、因明論題の傾向を見ることができる。なお当

然ながら「私記」形式ではない因明書も存在しているが数の上では多

くない。その中では平安前期の明詮『因明大疏普.1r因明大疏裏書』に

ついては、「私記」作成の先徳の一書として活用されている。

上述の通り内明の「私記」と因明の「私記」は著者が共通する場合

があり、判明するものでも明詮・空晴・清範・仲算・真輿及び観理等々

平安時代に活躍した僧侶たちが著している。但、著者不詳の「私記」

が多いため実際は数多くの僧侶が因内二明を著していたと考えられる。

換言すれば、因内二明を共に学ぶための「私記」が現れ、法相宗の教

学的主柱と言ってよい唯識学・因明学の理解のために先徳等の書を集

め、白義を加えて作成されている。この時期の書は、特定の論書に対

する解釈であって、まだー論題〔例えば因明で言えば九句因の一因や

四種相違闘のー相違閃〕だけに特化したものではなかった。
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三国内ニ明一輪義

次に共通の展開の特徴には「論義」がある。もともと日本では「論

義」に注目して研究が進む中で、法相宗以外でも「論義」が研績され

ているへまた唯識教学を「論義」による展開という観点から三期に区

分する説19が提示されている。三期とは論義形成期・論義大成期・論義

展開期で、玄英訳『成唯識論』の構成順を基本としながら基『成唯識

論述記』及び三箇疏〔基『成唯識論掌中枢要』・慧沼『成唯識論了義

灯」・智周「成唯識論演秘.lJ等の関連論疏を含めて論題として論点を

取り出し問答形式で解釈していくもので、「論義」を集成している「論

義の書」とー論題一曹の「短釈」とがある。これらは南京三会〔興福

寺維摩会・薬師寺最勝会・宮中御斎会〕からー寺院による公私に亘る

各種主士会等に際して、自己や他者の法会準備用や私的な学習用等のも

のであったり、また議論を経る中での作成や備忘用であったりと、教

学研鎖のために作成されてきたため個々の書物によって成立事由は異

なる。 ζれらが往々にして興福寺・元興寺の南北両寺伝の教学を超え

て個々の学僧による種々の解釈の相違をもたらし、一定の見解を認め

るものの必ずしもE当説む決定を意味していない場合があり、以後の

教学展開を益キ複雑にしている。今三期説に基づけば、論義形成期は

奈良時代・平安時代において教学研究により註釈書・論義を作成して

いく時期で、前述の「私記J(唯識・因明〉もこの期に含まれる。論義

大成期は、前代諸論義を纏めて更に独自の見解を加えた「論義の書」

が成立した平安末期から鎌倉前期にかけての12世紀後期~13世紀中葉

辺りの時期を指す。「論義の書」としては蔵俊(1104~1180) r菩提院

抄』鈎、貞慶 (1155-1213)r唯識論尋思紗.1r唯識論尋思紗別要r、良

算 (-1171-1217-)編『成唯識論同学妙』盤、『尋恩紗』作成以前に貞

慶が良算に作成吉せた『摩尼抄.1(散逸〕、知足院英弘『知足抄』路、論

義作成の資料集的役割jを果たしている『成唯識論本文抄』等で何れも

浩織な書が多い。論義展開期には、大成期以降の顕範 (1245-)r東覚

抄』、光胤 (1396-1468)r成唯識論聞書』、善念 (-1586)r成唯識論

泉紗』、高範(1655-1723)r成唯識論訓読記H成唯議論口伝紗』があ
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り、僧名や時期不詳の『無名抄』等々も作成されている。他方、「論義

の書」以外にー論義一書の「短釈」が多く作成された時期も含め、論

義数は大成期・展開期を通じて大凡三千五百余り確認uされている。 ζ

こには「論義の書」に見られるような具体的論義の場でなされた論義、

訓論という一種の輪読会・研修会での検討を経たものやそれを下敷き

にして新知見を附加したもの、法会の儀式次第に用意されたもの、自

己の勉学用のもの等というように多くの種類がある。

この唯識論義と同様に因明論義も三期におさめることが新たに指摘

できる。玄英訳『入論」を中心として基「因明大疏』に重点を置きな

がらも慧沼『因明入正理論疏義断.1r因明入正理論疏纂要』、智周『因

明入正理論疏前記.J~閃明入正理論疏後記』等身を参考とし、併せて碁

法系以外の論疏も参照している。また散逸している書の中では文軌

『凶明入正理論疏』の註釈書も存在していた。唯識の場合と同様に外的

要因として法会における因明論義が因明への講習の進展に繋がってい

る。但、共に論題別論義研究を行っているものの唯識が「阿頼耶識j

等八識と「種子」の識論、「三性三無性」の存在の有り様、更に菩薩の

修行階位を説く修道論・仏身観等を説く仏身仏土論等教学全般の論題

を扱っていく中で、特定の論義として「転換本質JI証果廻心JI未決

定信JI仏果障JI若論顕現」等笥に比較的集中していくのに対し、因明

では『入論』の中の特定論義へ集中している。

まず論義形成期に含まれる因明伝来期の奈良時代には、興福寺伝系

の善珠が『因明入i五理論疏明灯紗』において『因明大疏』全体への註

釈を行い、大凡基の見解に添った註釈をしている。『唯識分量決.J(後

半部分〕では「掌珍論為量顕過破決」と「玄奨三蔵唯識比量誇過決」

について扱い、前者は為顕二量鎖、後者は唯識比重論証式について解

釈を行っているヘ一方元興寺伝系の護命は『大乗法相研神章.JI略顕

因明入正理門」において主に『因明大疏』に基づきながら顕示釈名門・

顕示六悶門・顕示九句門で因明の意味・牛ー悶了閃等の六悶・関の正誤

を説く九句因を説明し、顕示立破門で唯識比量について解釈している九

更に彼には『唯識比量私記』犯が存在していたとされており唯識比量へ

の関心の高きが窺われる。両者共後世の蔵俊等の諸学僧へ影響を与え
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ている最初期の僧侶である。このように現存畜だけでも『因明大疏』

と掌珍比量・唯識比量及び因関係の項目を扱っている。なお『明灯紗』

は現存する日本最古の『因明大疏」註釈書で、以後の註釈の規範の一

書となっていて、論義作成に重要な役割を果たしている。更に先述し

た興福寺等の見解の相違を記す漸安の「法相灯明記』には、因明につ

いて六義の相違点を挙げる中、唯識比量が四つ・掌珍論比量が一つmと

言うように、奈良時代から平安時代初期の時期は、比量について活発

に議論していることが分かる。しかも平安時代には因明を扱う「私記」

の出現が顕著になっており、先述の通り九句因と四種相違因等の「私

記」が論義形成の書となっている。次の論義大成期には、唯識論義で

は蔵俊・貞慶・良算等の「論義の書」が作成されていたが、因明論義

では蔵俊には『因明大疏抄』・『唯識比量紗J"" • r唯豊抄~"' . r因
明広文集』等、貞慶には『四種相違短冊.1(r因明四種相違義.1)沼

『二巻私記指事.1(真興『因明四種相違略私記』の指事)・『明本紗」・

『明要紗J • r悶明閑誠』・『因明要義紗.1""等、英弘『閃明紗』等、

良算には『因明勧学抄」・『八門秘要紗』・『困明四種相違略文集』・

『凶明抄』等があり、これ以外にも覚憲 (1131-1212戸には『因明抄J

. ~因明教授紗.1 (蔵俊講義・覚憲記〉等、良遍 (1194-1252)"には

『因明大疏私抄J • W因明相承秘要抄』等々があり、蔵俊から良遍に至

る11世紀から13世紀中葉の時期は唯識論義と同様に重要な因明論義関

係の書が記され、多くが「四種相違図」等を扱っている。即ち蔵俊は

「因明関係資料を含む論義の書」の『因明大疏抄』・資料的書籍と恩わ

れる『因明広文集』・比量関係の「唯識比量紗~ r唯量抄」を著し、覚

憲・貞慶・良算の主要著作は何れも「四種相違因」の書であり、良遍

は『因明大疏』等の解釈を著していて、蔵俊・良遍の『入論』全体の

解釈書『因明大統抄~ ~因明大疏私抄』でも「四種相違因」に一番多く

分量を当てている。この期は更に四種相違因の「短釈」も多く作成さ

れているが、続く論義展開期でも顕範『悶明十題~"'を始めとして四積

相違因に関わる「短釈」が数多く作成されている。この傾向に加えて、

近世に到ると三十三過Uに対する註釈書が増えており、また南都の因明

学に批判的な『大疏』註釈書も記されているヘ
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四四種相違因

『入論』・『理門論』・『因明大疏』及び他の因明註釈書・複註書

を研究する中で因明論義は作成されていくが、次第に特定論義へ集中

していく傾向を持っていた。論義形成期には既に四種相違因を「私記」

で扱い始めていて、法相宗の真興の『因明四種相違略私記』では温覚

の法華会竪義に充てるために記されており、天台宗の源信の「因明論

疏四相違略註稗」では法華会広学竪義に因明を扱うのに際し範公のた

めに四種相違の概要を記す理由で著しているへこれは外因としての法

会で論義として取り上げられるために、その準備として用意しなけれ

ばならないためであるが、穏々の論義の中で「四種相違悶」に特定化

される理由はどこに存在していたのであろうか。

ここでまず、平安後期因明論義を纏めている蔵俊の「凶明大疏抄』

を見ると、全41巻中23巻から35巻までむ約 4分の 1以上を「四種相違

関j に費やしている九 29巻までは四種相違閃作法と倶に論義主題を明

示し、それ以降は主に問答形式による先徳の文章を提示していて、「因

明大疏』本文の順序通りではないものの概ね「相違凶」から「三対」・

「四種相違因」本文に沿って細かく設定しており当時の論点を窺うこと

ができ、中には「今案」と記して自己の見解を表明するとともある。

しかし「四種相違因」へ特定化する理由付けは明確ではなく、何故

〈似因〉なのか、 〈似因〉の中でも何故「不成」や「不定」でなくて

「相違」なのかには明言していない。

そこで、理由を考察する上で今一度過失因を繕いてみることにする。

拐Iも〈似因〉の過失因は、 〈遍是宗法性〉等の「因の三相」の何れか

を満たさないために起こる「不成因」・「不定因」・「相違因」の三

種類である。論理学と共通する、広く使用されている記号を使用する41

と次のようになる。論証式の主張即ち論証主題〈宗> I凡S是PJを

提示して、理由〈因> I(凡S是)M故」、実例〈喰> I凡M有P如p

nJ I凡-P有-M如-PnJを立てる場合、 〈因〉には正しい理由と

して三相が考究されている。第一相のく遍是宗法性〉は論証主題に属

すことであるからく宗有法〉にく因〉が存在するために「凡S是MJJ
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となることであるが、主張不成立の因〈不成因〉では「凡S不是MJ

を含み第一相を関くこととなる SとM関係の不成立を意味している。

第二相のく同品定有性〉は論証される主題賓辞Pと類似の性質Pnを

持つものにのみ理由Mが存在するために「有P為MJとなるので IP

而M*日」である。第二相のく異品遍無性〉は論証される主題賓辞P

と類似する性質Pnを持たないものに理由 Mは決して存在しないため

に I~P為~MJ I非P不是MJ となるので I-P而~M= OJである。

この後二相は肯定的実例に存在し否定的実例に存在しないという Pと

M関係の存在と非存在を意味している。主張不確定の因〈不定因〉で

は第二相或いは第三相を関くこととなり、主張の相容れない因〈相違

閃〉では第二相・第三相とに附合しない。このような擬似的理由は立

論者・対論者の「両宗相返」させてしまうため自らの主張する論証式

は成立せず、菊jえ自らの意図しない論証を成立させることは論理的規

則を逸脱している重大な過失であることを意味していると言える。こ

れにく法問相相違困> <法差別相違因> <有法自相相違悶> <有法差

別相違因〉の四種類があり、 ζζでの〈自相〉とは言陳(外に表され

る言葉)をさし、 〈差別〉とは意許(言葉の内に含まれる意味)を指

している。よってく法自相相違因〉とは主張〈宗〉の賓辞〈法〉その

もの(言陳)と矛盾することを成立させる理由〈因〉を立てることを

指す。以下、 〈法差別相違因〉は主張〈宗〉の賓辞〈法〉の内包する

意味(意許)と矛盾することを成立させる理由。<有法自相相違因〉

は主張〈宗〉の主辞〈有法〉そのもの(言陳)と矛盾することを成立

させる理由。<有法差別相違因〉は主張〈宗〉の主辞〈有法〉の内包

する意味(意許)と矛盾することを成立させる理由を立てることを意

味している。何れも立論者が論証しようとする主張は成立しない理由

の提示となっている。

そこで論証式の要点となるく因〉に対する過失がどのように認識さ

れていたかが重要となる。これについて鎌倉時代初期の貞慶には注目

すべき見解がある。彼の主要著書に 組全18巻の四種相違の書があり、

前13巻を「相承本義先後愚案等自他異義康記録之J"として因明の本義

(蔵俊の本義)を示しつつ異義も記す『明本紗』と、後5巻を「傍論別
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推同法潤色等明本之残略注載之」舗として『明本妙』に漏れた部分を傍

論的に示す『明要紗』とのこ書がある。その『明本紗』には四種相違

に対する基本的捉え方が示され、

[似能立(誤った論証方法)の中にある]三十三過失の[過失程

度の]軽重について分類する。所謂、 〈似宗) (誤った主張主題)

・〈似因> (誤った根擦理由)はく因) (根擦理由)に対して

[過失は]軽い。<因〉には[<因〉を成立させる]三相(三項目)

がある。[三相にJ<宗>(主張主題)とく喰> (肯定的・否定的

喰例)とを摂めることができる C(遍是宗法性〉はく宗〉とく因〉、

〈同品定有性〉・〈異品遍無性〉はく喰〉とく因〉との関係を述

べることがある)0[<似悶〉の]所犯の過失はく似宗〉・〈似喰〉

の二つよりも重い。図過には三種類(不成・不定・相違)あるけ

れども「不成j(主張不成立の困)はまだ軽い。まだ他の援護を受

けるまでには至らないからである。六種類の「不定JC主張不確定

の悶)は立順閑正破に相違する。[不定が]もし「不成」に対すれ

ば[過失程度は]重い。[何故ならばJ<異品> (異類)について

[立論者のJ<宗〉に相違するからである。[不定が]もし「相違」

(主張の相容れない因)に対すればまだ〔過失程度は]軽い。[何

故ならばまだJ<同品) (同類)については[立論者]自らの主

張するく宗〉に順応するからである。「四種相違因」に至っては、

[正しいく因〉を判定する九句因における第四句の「悶品非有異品

有J(同例に存在せず異例に存在する)・第六句の「同品非有異品

有非有J(同例に存在せず異例の一部に存在する〉のようにJ<同

[品])(同例)には見られず、 〈異[品J>(異例) [の全体及び一

部分]に見られるために他者(対論者の主張)を成立させて自ら

[の主張]を成立させない。この[ような]重い過失があるから

[(似因〉においては「四種相違」のみにJI因」の詞を付すのであ

る。それ故に H入]論』にいうのである「相違に四種類ある。法

自相相違困、乃室、有法差別相違因」等と云云。(引用文は紙幅の

都合上、現代語訳のみ)“

と明言している。<似能立〉である三十三過失の〈似宗) <似困〉
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〈似喰〉は過失の程度がそれぞれ異なり、 〈似宗> <似喰〉はく似因〉

よりも過失程度が経く、 〈似因〉の中では「不成」は「不定」よりも

軽く、「不定」は「相違」よりも軽く、過失の程度が一番重いのが「相

違」としている。その理由に九句因の第四句のくld]品非有異品有〉や

第六句の〈同品非有異品有非有〉に該当するとして同類に存在せず異

類に存在するため他者の立論を成立させるだけではなく自らのiE当な

立論すらも損なわせると捉えている。貞慶は立論者の主張と相違する

主張を成立させるような誤った四つの根拠(因)は「成他害自」だか

らこそ過失の程度が甚だ重く、それ故に『入論.1 <似因〉の文中では

四種相違のみ「因」を付していると捉えている。四種相違のみ「因」

が記される理由付けに妥当性があるか否かは別として、 〈似悶〉の重

要箇所は過失程度の最も重い四種相違であると位置付けている。貞慶

の初期著作から同様に考えていたかは明言していないが、既に平安時

代より四種相違の書は存在していた。寧ろ過失の程度が重いという内

的原因によって因明論義の中で主要テーマとして取り上げざるを得な

いと見る ζ とは可能である。今、貞慶の四種相違論義を二書舗により整

理すると、

1 )相違因

『明本紗』巻 l 相違閃(相違因・局通封・前陳後説封議文・言陳意

許)

『明要紗』巻 1 相違図〔局通封自性差別・先後封共相義・言許意許

封自性差別宗依宗趨・能違宗有意許哉)

2)法自相相違因

『明本紗』巻2一法自相敵〔粗勘古徳略有三説ー云以勝論策敵者一云

悌弟子三兼取二家倶矯敵者・纂要料簡・理門論篤謹故)、『明本紗』巻

B一法自相下(正所官事故事・聾生論師立勘音量因哉・第八匂事・因喰之

法不慮分別事・諸徳異説・汝費無常蕗非是聾無常事・少犯一過多犯随

藤事・関第一第二相事・諸無似立此過相故事)

『明要妙』巻 2 法自相敵〔纂要問二五句誇・第二作法分離事・因轍

之法不磨分別事)

3)法差別相違困
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『明本紗』巻 3一法差別意許(古来有三侍勝劣縛勝々二他用也。今存

勝劣簿。略有五故ー者順立量本意故二者順差別道理故三者叶本疏 k下

故四者叶断纂本意故五者諸徳多分説故・諸徳多分義・雌存勝勝猶不如

勝劣家欺)、『明本紗」巻9 法差別下(若言眼等必静我用事・我他相

似事・能別不成過必帯因不共不定哉・積衆性因違法自相事・法差別能

違遮表事)

『明要紗』巻2一法差別意許(勝勝勝劣一家大綱・不如燈縛也難勢所

帯者能違宗在不築篤外之一事也・不梁矯輿能違宗法問異・積衆性因違

法白相事・神我用勝意許宗義准不顧誇)

4)有法自相相違因

『明本紗』巻4ー有法自相所立法(唯識比貴所静宗故・但由法故成其

法事)、『明本紗』巻10 有法自相下(三種有性・大有閑異名有一寅有・

爾常極微合生第三子微事・如働法言有色有漏事・如空有聾事・有一賓

等因破文事・有一賞因所有可揚子孫微事・有一貫困三過事・有性非賞

最有法有性寛狭事・有悦有法ー賓因不相闘橡事・有法問相能違自他共)、

『明本紗』巻11ー有法自相下〔和合句別鱒有無事・有性同異有縁性同事・

作有縁性等訓・作大有縁性有大有能縁歎・作非有縁性糧・有法差別能

違作法・和合句別憧有無事)

『明要紗』巻 3 有法自相(有性自質量築震宗在意許事・不立離賓有

髄能別事・以同異性望有性髄勘口異品事・所立法事)r明要紗異本』ー

有法自相(今量所立法事・所立自日法緯意)

5)有法差別相違因

『明本紗』巻 5 有法差別(本作法難別作法有四失・別作法義於本作

法付七失)、『明本紗』巻6一一因遺三比量(比量因喰事・能違因共不

共事・不能有四大非四大種種〕 ・一因遺四比量〔法自相相違・所違量

共不定事・能違量共不共事・法自相所遠量有法有性事・法差別相違時

所離賞等三句五匂事・言陳五句意許三句義・法差別闘後二相事・不型軽

矯片差別)

『明要紗』巻 4 有法差別作法(有法差別作法・作有縁性意許静合性

言哉・子島疏記断導i司巣・子島御惇作有縁性量有法有意許哉否・有縁

性事・違三量・遠四量法差別所離賞等三句五句事・有法自相無意許猶
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可震相違・後二相違弁違三違四量意趣不同事)

6 )料簡

『明本紗』巻7ー初料簡〔如無違法相違亦爾事・喰可改依謹事・喰可

改依事・後三相違比量事・比量相違待因喰・後三相違相違決定事・喰

改不改事・相違因相違決定比量相違二過立立不事・二重四対相違事)、

『明本妙』巻12 後料簡上(自所録法皆入同喰無不定過事・以他同篤同

以他異矯異事・自他共九例事・共比量他不定事・他比量自不定事・他

比違他矯過事・第四第六具二因故事・今観後三皆彼第四事・疏上下相

違事・九句因揺後三相違鐙文事)、『明本紗』巻13一後料簡下(若有雨

倶不口必帯不定及輿相違事・第七句無常性故因有雨倶不口事・及非勤

勇問答・ー十七不口・相違決定自他共事)

『明要紗』巻 5 立豊勘過事・矯立量必能別有曲事・口法口有法量勘

同異品義・唯識比量所移宗事・意許三重事・大作法有法差別作非有縁

性・違三量法差別・途四量法差別不能有賞徳業離賞等有法・自比量生

敵讃智事

となり、相違因・四種相違及び料簡(上記に関わる問題〉について諸

論義の解釈を述べ、何れも『入論』等の本文に端を発する各相違の問

題点を示していて、諸徳の見解や自己の見解を示している。<法自相

相違因〉では九句因等にも言説しているものの対論者の問題に焦点を

当て、『因明大疏』の[声論師]とする説以外に[仏教徒]説及び[兼

一者]説を提示している。これは対論が非仏教者同土だけではなく対

論者として仏弟子の有無が、仏説舗としての因明論証式が成立するか否

かに関係すると見て重要視していると言える。このく法自相相違因〉

については、正因か否かを判断する九旬因における過失因説明のーっ

として前述の「同品無・異品有」の第四句及び「同品無・異品有非有」

の第六句に該当するが、基の意図は九旬因で説明していないく後三相

違因〉こそ相違因過失の意義が存在していると見ている九日本因明で

はそれを意識していたか否かは明確ではないが、貞慶はく法白相相違

因〉に比べてく後三相違因〉では上記の通り種々の論義を提示してい

る。<法差別相違図〉では数論師 (8邑mkhyalと仏教徒との対論に数

論師の論証式におけるく意許〉内容に関して[勝勝伝J[勝劣伝J[二

158 



用伝]を挙げていて、貞慶は[勝劣伝]に立っている。更に貞慶だけ

に関わらず因明論義の問題点としては種々挙げられる。<有法自相相

違因〉では[共許の有性J[所立法J[意許の所在] [能違の自他共]の

四点が存在している。[共許の有性]ではそのく言陳〉中に「即実の有

性」と「離実の有性」が含有されているのか別hなのかの二伝に分か

れている。[所立法]では「有性非実」のく宗〉について初伝は方便の

所立と楽為の所立とが並存しているとし、第一伝は方便・楽為を区別

せず〈意許〉は存在しないという〈立言顕〉の二伝に分かれている。

[意許の所在]では構鶴が大有性を成立させようとするく意許〉につい

てく有法〉の「有性」にあるのかく能別〉の「非実」にあるのかの二

伝に分かれている。[青島違の自他共]ではく青島違〉の貴は白比最なのか

他比量なのか共比重なのかについて他比重とする伝と共比重とする伝

とに分かれている。 く有法差別相違凶〉では論証式についてく有法〉

の意許過失を採るのが本意としてく有法自相相違因〉の立量を使用す

る[本作法家]と「有性非実jのく宗〉だけではく意許〉の「作有縁

性JI非作台縁性」は示されてないため別に論証式を立てる[別作法家1
とに分かれている。しかも各々に一重・二重のく意許〉説があり、[本

作法家]一重意許(源信説)は「有性」に「作有縁性楽為JI非作有縁

性不楽為」があるとし、二重意許(弘基説)は「非実」にある「作有

縁性」総意許の下に「作大有有縁性の楽為意許」と「非作大有有縁性

の非楽為意許」の別意許とがあるとする。一方、[別作法家]一重意許

は新たな論証式の「有性作有縁性」におけるく有性〉には「作大有有

縁性の楽為意許JI非作大有有縁性の非楽為意許」があるとし、二重意

許は元の式の「有性非実」の意許を「作有縁性」とし、その「作有縁

性」を言語表現した今の式の「有性作有縁性」の意許を「作大有有縁

性の楽為意許JI非作大有有縁性の非楽為意許」として二重意許である

と言うように考察するのである。このように四種相違各々について解

釈の違いが存在している九この点からも過失程度の震い四穏相違を種身

の点から考究しており、四種相違重視の理由を明言していない平安時

代の「私記」や明言している貞慶及び他の鎌倉時代の僧侶を含めて広

く考究していく傾向にある。
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更に他宗との関係について一言すれば、因明について他宗派は決し

て肯定的に理解していなかった。日本天台宗が成立して以来、一時期

法相宗と教学論争を繰り広げてきたが、因明についても例外ではない。

吉田慈順氏の指摘舗によれば、日本に天台教学をもたらした最澄 (767

~822) は因明を否定的に評価している。彼の法相宗との論争書『守護

国界章』では「四記之答幻智所用ュ支之量何顛法性」閃と記して因明は

法性の理を顕すことができないと示し、彼の『通六九証破比量文.161で

は基の『成唯識論掌中枢要』の「二乗之巣JI所説無性」の両比量を否

定している。最澄の因明批判態度が天台宗の因明不要論への大きな要

因であったと言えよう。この『守護国界掌」の該当箇所は、報身仏・

化身仏の有為仏は「無常」と理解する法相宗の徳一 (~842~) に対し

て、報身仏は「常住」と理解する立場から最澄が反駁している「弾箆

食者謬破報悌智常章第三」という箇所にあたり、彼の見解は霊潤 (580

-667頃〉・義栄・法宝・定賓等の中国僧侶の見解を背景としている九

この後、東日本での天台宗布教を行っていた道忠 (735~800頃〕系統

の集団と徳 A系統の集団との論争に関わって智公の関誌に答えられな

かったことへ反対に仁和3年 (888)皇太后50歳の生辰に円仁 (794-

864)門下の玄昭によって商都の勢範が因明議論に答えられなかったこ

とu等、天台側が答えられずに因明への対応が図られたり、南都側に答

えを窮さす程天台側で因明を得意とする者が現れたりと言うように天

台における因明研究も進んでいることが分かる。また良源 (912~985)

による天台宗内での広学竪義の開始も因明研究に拍車をかける側面が

あったへこれは前述の源信の四種相違書や真輿の同書が法会のために

作成されていることと関係していると言えよう。しかし法相・天台閣

の論義は、延久4年(1072)の円宗寺法華会において天台の頼増が興

福寺の頼信との論義時に頼増による因明不要発言問や後日天台座主勝範

による朝廷への返答 IllJ家撃者全不可答因明論義者J57によって実質的

に二宗聞の論義は行われなくなっている。このような天台側の閑明観

は因明に対する教学的位置づけの暖昧さがあったとされているへこの

ように一時期天台宗による凶明研究は、法相宗の国明学へも影響を及

ぼしていて複線的な展開を示唆するものであるが、法相宗ではこの後
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も八百年以上維摩会等々において因明と内明の論義が行われている。

五結語

7世紀から 8世紀に中国から唯識が伝来するに際して因明も一緒に

伝来している。それ以降日本法相宗では唯識と共に因明が研究され、

中国とは異なった展開をしていて途絶えることなく 19世紀以後の西洋

学問の移入による変化を受けつつも現在まで存続している。既に述べ

てきたように日本因明の特色を記すと、以下の諸点を挙げることがで

きょう。

1 )関内一明を一組として学んでいる。

2)平安時代 (794-1185)は図内二明共に「私記」という著述形式を

持つ書によって考究している。

3)困内二明共に「論義」を中心として論義形成期・論義大成期・論

義展開期の三期によって開展している。

4)特定の「論義」に集中していく中で「四種相違図」を中心に解釈

している。

5)特定論義の理由として法会による外因のみならず、内因としては

く似因〉の中で過失の程度が顕著なことである。これが四種相違

への種々の諸釈を生じることとなる。

6) I仏説」と理解する法相宗と「真理を顕わすことができない」と理

解する天台宗等との因明の捉え方が異なり論争しているが、 11世

紀後半には天台宗側より一方的に二宗聞の論義を拒絶することと

なる。以上の諸点の中で、少なくとも「論義」による発震が一つ

の鍵となって日本における因明が発展していると言えるであろう。
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註

1 本稿は“The2nd International Symposium on Hetuvidya& The 13th 

Symposium on Hetuvidya in China"， Hangzhou. 22-23. July 2017におけ

る原稿の日本語版である。但し部分的に倒j改等変更を加えている。論題に含む

「仏教論理学」は hetu-vidy畠及び pram且naを含意する論理学的・認識論的思

考体系を把捉する広義の名称足り得るものであるが、本稿では h.tu司 vidyaを

中心とした語として上記シンポジウムで使用したものである。

2 中国で誕生した漢字と翻訳された漢訳仏典は隣接地域へ伝わり、漢字は東

アジアにおける外交や諸文化を表現する書記言語としても機能し、漢訳は殆ど

が伝播先の言語に翻訳されることなくそのまま受容されて、その上に各地域で

の仏教教学を形作っている。漢字・漢訳を共通項としてチベット等の他言語典

籍地域と区別される文化闘を形成していると言える。なお漢訳文化闘仏教の視

点の書籍に高崎直道・木村清孝編集『シリーズ東アジア仏教』全5巻(春秋社

1995年4月-1997年5月〉がある。

s中村元「因明入正理論疏解題J(r国訳一切経和漢撰述部』第23巻大東出版

社 p1-p32(1960年1月初版J1982年3月改訂版)、佐伯良謙『因明作法の変

遷と著述~ (法隆寺1969年 3 月)、武邑尚邦「因明学起滋之変遷~ (法蔵館1986

年12月、オンデマンド版2011年4月、栃金持・肖平1革{因明学的起源与友展》

中学有局2008年 S月〕、肖平・楊金棒「因明論議事項の形成及び変容ーインド

から日本までJcr東アジア文化環流』第 2巻第 2号2009年9月)等参照。なお

武邑氏は日本因明を初期・展開期・成熟期や大成期としているが、本稿では唯

識との関係から若干異なる。また中村元氏により「慈恩大師がインドの因明を

理解しなかったのみならず師の玄英三蔵自身もインドの因明を規定とおりには

理解していなかった」として唯識比量は他比量としては無意義・自比量と他比

最の区別を理解していない・基は一関二鳴が三支構成すると誤解・生閣と了閣

の意義を理解していないと言うように玄英・基の因明への誤解という見解を示

すが、これに対して異なった観点から異議申し立ての試みが始まっている〔根

無ーカ「因明四種相違の研究 (1)- r大疏」の教義と異説の検討JC，龍谷大

学大学院紀要」第 6号1985年 3月〕、同「閥明四種相違の研究 (2)- I悶明
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大疏」の解釈と異説の検討Jcr龍谷大学大学院紀要』第7号1986年3月)、師

茂樹『論理と歴史東アジア仏教論理学の形成と展開.llCナカニシヤ出版2015年

3月〕、護山真也 iW因明人正理論疏』における四相違の解釈(上)JCW信州大

学人文科学論集』第4号2017年 3月〕。一方、中国では郊侍弘主編{悌教芝務

研究} i第十章日本近現代因明理tt研究J(程朝侠)・「附謙一日本因明侍承

述略J(肖平・溺金棒)・「附桑三日本近現代因明研究一覧J(程朝侠)(中西有

I古2015年12月)による日本因明の研究がある。

4 富貴原章信『日本唯識思想史~ (大雅堂1944年 5月 CW富貴原章信選集』第

3 巻、国書刊行会、 1989年 l 月復刻)、同『日本中世の唯識仏教史~ c大東出版

1975年2月)参照。また伝統的叙述に深浦正文『唯識学研究』上巻(教史論)

(永田文昌堂1954年 1月〔大法輪閣オンデマンド印刷2011年12月))がある。

5 盛衰観だけではなく古代から中世にかけても教義的に進展が見られる。論

義の研究書には、北畠典生・楠淳謹・後藤康夫・婚川祥美等共著『日本中世の

唯識思想.ll(永田文民199T年 6月〕等があるロ

8 因明研究では、党本を中心とした仏教論理学研究の進展につれ漢訳文献に

おける誤訳・誤解等の指摘や論理学との比較等が、明治以降の漢字文献研究に

一定の抑止効果があったことは否めない。一方、唯識研究では、党本研究の進

展があるものの中国・日本の唯識がインドと異なる教理展開をしている点が示

される点や宗派としての存在と教学研究の進行等から研究の継続性が確保され

ていたという状況の違いがあったことは言い得るであろう。

7 吉村誠『中国唯識思想史研究ー玄柴と唯識学派ー~ (大蔵出版2013年9月)

参照。

a生没年代は根無ーカ「慧沼の研究ー伝記・著作をめぐる諸問題JCW仏教学

研究」第43号1987年6月〉に準拠する。

g 僧綱への登龍門として834年に南京三会〔興福寺維摩会・薬師寺最勝会・宮

中御斎会〕の講師を経た者という宣旨が出るが、法会における論義に図内二明

が取り扱われている。維摩会研究は上回晃国『日本上代における喰識思想の研

究.lli第三章興福寺の維摩会の成立とその展開JC永田文昌堂1985年6月p249

-p289l参照。他には高山有紀『中世輿福寺維摩会の研究J(勉誠社1997年3

月)、松尾恒一「南部慈恩会における夢見の儀伝承と形成 Jcr説話・伝承

学」第5号1997年4月)がある。
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'"大正71・48下-50上。

11武邑前掲警には三明関係を「内因三明の綜合化J(p141-p151 (中国語本p

126-p135))と述べて詣毒性(1202-1292)とそれ以後の僧侶の箇所で示して、

初心者の修学の面から述べている。しかし法相宗におけるこ明関係は少なくと

も既に平安時代初期には考察されていて、必ずしも初学者のためだけに因明が

鋭かれる時期からに限定する必要はないと思われる。綜合化という観点からは、

本文で後述する論義形成期から見られる。

"結城令聞「日本の唯識研究史上における私記時代の設定についてJCW印度

学機教学研究』第23巻第 2号1975年 3月)参照。

8 このうち研究されている書に、富貴原章{言「賢聖義略問答の研究~ (自費出

版1970年 2月〕、太田久紀「日本唯識研究ー『唯識分量決』と『四分義極略私

記.ll-J CW印度学仏教学研究』第21巻第1号1972年12月〕、同「日本唯識にお

ける四分義の展開JCW南都僻教』第30号1973年 6月)、上回晃園「法相唯識に

おける五心の意義Jcr仏教学研究』第35号l宮79年 1月)、岡『日本上代におけ

る唯識思想の研究.1C永回文昌堂1985年 6月)、問中潤「真興の理事不二観南

都論草を中心としてーJcr印度学仏教学研究』第33巻第1号、 1984年12月)、

同「小嶋真輿の唯識観密教との関連性 JCW北畠典生教授還暦記念日本の仏

教と文化』永田文民堂1990年 7月 p257-p272)、後藤康夫「日本唯識における

「普為乗教l説について 奈良・平安期 J CW印度学仏教学研究』第40巻第2

号1992年 3月)、同「平安期の唯識思想に関する一考察〔上〕ー「総料簡章私

記』の普為乗教説 J CW高野山大学仏教学会報』第18第四合併号1994年11月)、

同「法相唯識における「機根」に関する一考察ー普為乗教致ーJCr山田明爾教

授還暦記念論文集世界文化と仏教」永回文昌堂2000年 3月 p215-p238)等の

ように仲算・清範・観理・真輿・明憲の論稿がある。

"根無ー力: I源信の『因明論疏四種相違略註稗』についてJcr天台学報』

第28号1985年11月)参照。

"珍海『悶明大疏四種相違抄』下巻(大正蔵経未収録)は、東大寺図書館蔵

「因明四種相違十条短冊下Jに相当〔坂上雅翁「珍海撰『因明大疏四種相違抄J

についてJCW印度学傍教学研究』第33巻第 2号1985年 3月)参照〕する。

"小塔院(護命)の「唯識比量私記」というように「私記」と名付けられて

いるが、平安時代以前には「私記」の書籍は見当たらない。『閥明大疏抄.1C平
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安時代末期)の当時」前代の害も「私記」と名付けている一例となる。なお

「大乗法相研神章.1i略顕因明入正理門」中の唯識比量を抽出し、『唯識比量私

記』と称する可能性までは排除しない。

" w勝軍比量私記~ r唯識比量私記』は『成唯識論本文抄』にも断簡引用され

ている。また同名の書には同一人物の著作か否か不詳の場合がある。

18 註 5の北畠典生・楠淳鐙・後藤康夫・捲川祥美等共著『日本中世の唯識思

想」以外に永村真等々 iF法勝寺御八諮問答記』天承元年条本文J(r南都偶数」

第77号1999年10月)、智山勧学会編『論義の研究.i(青史出版2000年3月)、奈

良女子大学古代学学術研究センター設立準備室編『儀礼に見る日本仏教東大寺・

輿福寺・薬師寺~ c法蔵館2001年 3月〕がある。

18楠淳謹「日本仏教の展開一法相唯識についてーJ(W仏教学研究』第50号1994

年3月)、楠淳謹等「共同研究『成唯識論同学紗』の研究Jcr龍谷大学仏教文

化研究所紀要』第36集1997年11月)参照。

初勝川祥美「蔵俊の『変!日抄』における真如観Jcr南都傍教』第69号1994年

3月)、同「蔵俊の『変旧抄』についてJ(W仏教文化と福祉」永回文昌堂2001

年2月p169-p208)、同「蔵俊著「唯識論菩提院妙』と『変旧抄』中の論義

「約入仏法」についてJ(r岐阜聖徳学園大学仏教文化研究紀要」第5号2005年

3月)、 i吋「蔵俊著『唯識論菩提院紗』中の論議「且就有体」と「境亦同此J

について Jcr岐阜聖徳学園大学短期大学部紀要』第39号2007年2月)、同「貞

慶・蔵俊・勝超合冊本『見者居磯土』の翻刻研究JF南都悌教」第95号2011年1

2月)、同「蔵俊著『唯識論菩提院秒』中の論義「命輿身一」についてJcr岐阜

聖徳学園大学仏教文化研究紀要』第13号2013年3月)等。

"新倉和文「貞慶著『尋思紗』と「尋思妙別要』の成立をめぐってJcr仏教

学研究」第37号1981年3月)、熔川祥美 iF論第六巻尋恩紗別要J(写本龍谷大

学蔵)中の「約入仏法」についてJcr中西智海先生喜寿記念文書人間・歴史・

仏教の研究~ (永田文昌堂2011年12月p383-p402))参照。

n 大日本仏教金書本は法隆寺所蔵の旧興福寺蔵48巻本を底本として薬師寺所

蔵古写本 (66巻本〉 ・同様明和7年 (1770)fU C67巻本) ・大谷大学所蔵江戸

初期の『略同筆紗J(11巻写本) ・龍谷大学所蔵寛文10年 (670)写本を対校

本としており、大正大蔵経本は元享4年 (1324)薬師寺所蔵を底本とし他の薬

師寺蔵古写本と大日本仏教金書を対校本としている。『同学秒』には、域福雅
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伸 r-r唯識論同学紗』についての一考察J(r仏教学研究』第43号1987年 6月〕、

註19の梼淳謹等「共同研究『成地識論同学妙』の研究」がある。

お 『菩提院紗jr知足紗』は巻 6(仏全『同学紗』巻6)現布。『知足抄』に

は引用文献として『菩提院抄』以外に「委しき旨は興問答の如し」・「興問答

に移すなり」という文章 (W知足抄」巻 6-3仏全77・849下、『知足抄』巻 6-

8同932下、仏全23・179中、同216中〕がある。これは良算と同時期以降に活

動していた輿玄(，或いは先哲の筆跡を守り或いは師匠の遺訓に任せ多く愚謀

を加ふ」と言うような興玄奥書 cw同学紗」巻 1-8仏全76・262下、仏全22・2

14下〕がある)の「問答」を指すもので、この外にも勝超の「香雲房紗」 σ知

足抄」巻 6-5仏全77・82TF、仏全23・192上)等もある。

話註19・22の楠淳謹等共同研究参照。

路一論義の展開に焦点在当てた後藤康夫「法相唯識における論義「若論顕理」

の展開J(r仏教文化』第四号2002年 3月)、楠津謹「日本唯識における論義

「仏果障」展開の意義J(r朝枝善照博十還暦記念論文集傍教と人聞社会の研究」

永田文昌堂2004年 1月 p555-p580) ・西山良慶「論議「転換本質」の研究」

cr仏教学研究』第74号2018年 3月〉がある。

お前者は大正71・447中-451中、後者は同451中-454.上。

釘『大乗法相研神章』巻 4(大.iE71・29.J:-36中)。なお「略顕因明入iE理門J

について溺鰭均に“A S七udyof Gomyo' s ・Expositionof Hetuvidya，' 

Text， Translation and Comments ωアIn: Logic in Buddhist scholasticis昨日

From philosophical， philological， historical and comparative perspectiu田，

ed. GregorPaul. Lumbini: Lumbini International Research Ins七itu七e，

2015， 255四 350 があり、更に師茂樹に“Gomy己'sInterpretation of the 

Proof of vij;加:pti-m丘trata"In : Logic in Buddhist scholasticism. From 

phil田 ophical，philological， historical and compαrative perspectives. ed 

GregorPaul.Lumbini : Lumbini International Research Institute， 2015 ， 

351-370.があるロ

~ r因明大疏抄』巻15(大正68・525中)、但し比量む内容記述ではない。蔵俊

の著述時期には護命の書をこのように呼び慣わしていたものと思われる。また

註16参照。

"大正71・49中-50中。
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関脇川祥美 rr唯識比量紗』の研究Jcr仏教学研究』第51号1995年 3月)、同

rr唯識比量紗』に関する一考察Jcr耳J度学仏教学研究』第44巻第2号1996年 3

月)、同「蔵俊の因明思想についてJ(W印度学仏教学研究』第49巻第 1号2000

年12月)、同 rr唯識比量紗』の研究 (2)J(r仏教学研究』第56号2002年 3月〕

参照。

組藤本文雄「蔵俊の『唯量抄』における源信批判についてJ(r天台学報』第

31号1989年10月)参照。

招後藤康夫「貞慶の「因明四種相違」解釈ー『四相違短冊Jr法自栴相違因」

翻刻読解研究 J cr商都僻教』第95号2010年12月〕、同「貞慶の「因明四種相

違」解釈Eー『四相違短冊』翻刻研究ー「法差別相違因①ーj(r岐阜聖徳学園

大学仏教文化研究所紀要』第14号2014年 5月〉、同「貞慶の「因明四種相違」

解釈Eー『四相違短冊』翻刻研究ー「法差別相違因」②ーJcr岐阜聖徳学園大

学仏教文化研究所紀要』第四号2015年 5月)等参照。

紛輿福寺には上巻や同名香断簡が存在する。興福寺本を閲覧できないため確

定できないが、活動年代の異なる蔵俊害に引用されている点から考えて同名別

書の可能性がある。

"西山良慶「日本唯識における因明学の展開ー有法差別相違因作法の変遷j

cr龍谷大学大学院己主学研究科紀要』第38集2016年12月)参照。

節坂上雅翁「南都仏教における因明の秘伝的傾向一良遍を中心として J(r竹

中信常博土領寿記念論文集宗教文化の諸相』山喜房仏書林1984年 3月 p883-p

即時〕、同「鎌倉初期因明学の基礎的研究一良遍を中心としてJCW仏教文化研究」

第36号1991年 9月)参照。

捕後藤康夫「禿氏文庫本『因明ト題』について一文庫本閥落箇所に対応する

東大寺図書館蔵『因明十題』を適して 」σ典籍と史料』思文閣書応2011年11

月p361-p399)

町林懐 (951-1025)の著作とも古れている『因明三十三過本作法』。

開快道 (1751-1810)r閥明人正理論疏最議紗Jr悶明人正理論疏詳定記』、栄

性 (1768-1837)r因明入正理論疏註釈』、光隆 (-1854)r因明入正理論科註

照量記』等豊山派の僧侶の書がある。註3武邑嘗参照。

"前者は大正69・315中、後者は大正69・291下。
制大正68・583下-729下。
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組李潤生《闘明人正理稔号挟>> (中国有!苫2007年 1月 C(闘明人正理論導讃上

下}全傍文化事業有限公司1999年 9月J)、海鰭鈎{除那、法称因明推理学説之

研究) (中西有脂2016年12月)等参照。

省大正69・534上。『明本紗.llr明要紗』には大正蔵経本と仏教全書本とがある。

大正蔵経木『明本紗』は仏教全書本を原本とし他本と校訂、『明要紗』も仏教

金書本を原本とし異本を参照している、故に大正蔵経本を使用する。

盛大正69・534上。
“三十三過軽重分類。所謂似宗似喰封因可軽。因有三相。能嬬宗喰。所犯之

失重於二支。於因過者難有三類。不成猶軽。未及助他故。六種不定者。立順因

£破乃相違。若望不成主喜重。轄異品違;本宗故。若望相違猶種。韓関品願自宗故。

至四種相違者。同無異有成他害自。有此重失故濁安因言。故論云相違有四。謂

法自相相違因乃至有法差別相違因等五(大正69・418上)。

必大正69・417上-534下。

締 『大唐西域記」巻10C大正51・930中〕、『議伽論』巻38(大正30・503上、

中竿大蔵経27・727中)、『因明大疏』巻 1(大正44・91下〕、『因明人正理論疏

前記J巻 1(新纂続蔵53・799上〕
47既に北川秀則 crインド古典論理学の研究陳那(Dignaga)の体系.ll(鈴木学術

財閥1965年 p201-p217))によりインド仏教論理学研究の文脈で指摘されてい

るが、日本因明ではどこまで意識していたのかは明確ではない。

省湯次了栄『因明本作法講義.ll(龍谷学会1913年 5月)

必吉田慈順「日本天台における因明の研究受容から終駕まで J C龍谷大学

〔学位論文)2016年 9月)。

間『守護国界章』巻ド之中(伝全2・568)。

"伝全2・723-7450

回吉岡慈順「日本三論宗における『成唯議論掌中枢要』の二比量への反駁

『一乗仏性究寛論』の受容と展開Jcr龍谷大学悌教学研究室年報』第18号2014

年 3月)、同「最潰の悶明批判思想背景の検討 Jcr天台学報』第56号2014

年10月)、同「初期日本天台における因明研究についてー「感論弁惑章Jの検

討を適して J cr仏教学研究』第71号2015年 3月〕、同「最澄・玄叡の因明理

解とその背景平安時代初期における報仏常無常の論争を適して J cr龍谷大

学アジア仏教文化研究センター2015年度研究報告書.ll2016年 3月 p130-p153)

168 



参照。

関『感諭弁惑章.llC伝全3・444)。
民『本朝高僧伝』巻8C仏全102・144下-145上)。

邸根無ーカ「慈恵大師の因明学とその系譜JCW叡山学院研究紀要』第6号1984

年 1月)参照。

碕 『本朝高僧伝」巻11(仏全102・183上)。また藤本文雄「日本天台の因明学

研究と論義J(W印度学仏教学研究』第36巻2号1988年3月〉参照。

" W扶桑略記』巻29cr国史大系」第12巻p311-p312)。

錨三後明日香「平安・鎌倉期の論義の儀礼と実践ー延久四年の法華舎におけ

る「因明論義」論争 J (国立歴史民俗博物館 e松尾恒一編『東アジアの宗教

文化一越境と変容ー』岩田書底2014年 4 月 p395~p420) 参照。

(キーワード)

因明内明因内二明私記論義貞慶因明四種相違三十三過軽重
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